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日
本
精
神
論
と
国
民
道
徳
論

―
河
野
省
三
・
村
岡
典
嗣
の
学
説
を
中
心
と
し
て
―

髙

野

裕

基

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
昭
和
初
期
に
流
行
し
た
「
日
本
精
神
」
な
る
語

句
と
、
明
治
後
期
か
ら
唱
導
さ
れ
た
「
国
民
道
徳
」
な
る
語
句
と
が
、

ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
し
て
い
た
の
か
を
、
神
道
学
者
で
あ
り
神
職

で
も
あ
っ
た
河
野
省
三
に
よ
る
日
本
精
神
論
・
国
民
道
徳
論
に
関
す

る
一
連
の
研
究
を
整
理
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
考
察
す
る
こ
と
に

あ
る
。
そ
の
際
、
河
野
に
よ
る
日
本
精
神
に
関
す
る
言
説
の
比
較
対

象
と
し
て
、
河
野
と
同
じ
く
芳
賀
矢
一
の
学
問
系
譜
に
位
置
付
け
ら

れ
る
村
岡
典
嗣
に
よ
る
、
日
本
思
想
史
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
た
日

本
精
神
論
を
検
討
し
用
い
る
。

　

日
本
精
神
論
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
聖
使
が
「
昭
和
初
期
日
本
精

神
論
の
特
色
」（『
日
本
大
学
今
泉
研
究
所
紀
要
』
第
一
集
、
昭
和
五
十
八

年
）
に
お
い
て
、
日
本
精
神
論
の
特
色
と
し
て
の
「
両
面
性
」
に
注

目
し
、「
現
実
の
政
治
政
策
に
お
い
て
は
、
排
外
性
や
国
家
主
義
・

独
自
な
歴
史
性
や
武
勇
を
重
ん
じ
る
方
向
に
重
点
が
一
方
的
に
移
行

し
て
」（
一
〇
五
頁
）
し
ま
い
、「
日
本
精
神
論
に
内
在
し
て
い
た
両

極
性
の
一
方
の
み
が
強
調
せ
ら
れ
、
今
も
っ
て
そ
れ
が
あ
た
か
も
日

本
精
神
の
全
て
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

る
。」（
同
右
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
佐
々
木
の
論
考
に
お
い
て
は
、

当
時
に
お
け
る
日
本
精
神
の
論
じ
ら
れ
方
に
つ
い
て
、
か
な
り
広
範

な
視
点
か
ら
資
料
を
収
集
し
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
の
目
的

で
あ
る
日
本
精
神
論
と
国
民
道
徳
論
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
論
じ
ら

れ
て
い
な
い
（
（
（

。
し
か
し
、
佐
々
木
論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
日
本

精
神
論
の
「
両
面
性
」
や
、
多
様
性
は
、
本
稿
に
お
い
て
も
重
要
な

視
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
日
本
精
神
論
と
比
較
す
る
国
民
道

徳
論
に
お
い
て
も
同
様
に
、
両
面
性
や
多
様
性
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
（
（
（

。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
国
民
道
徳
論
が
教

育
勅
語
の
解
釈
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
中
心
的
論
者
で
あ
っ
た

井
上
哲
次
郎
の
『
釈
明
勅
語
衍
義
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
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国
民
道
徳
論
に
お
い
て
、
そ
の
基
準
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
教
育
勅
語

が
、
日
本
精
神
論
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。
さ
ら
に
は
「
戊
申
詔
書
」
や
「
国
民
精

神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
と
い
っ
た
、
各
時
代
の
社
会
背
景
を
大
き

く
映
し
た
詔
書
と
の
関
わ
り
を
も
考
察
し
た
い
。

一
、「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
と
日
本
精
神

　

昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
の
満
州
事
変
前
後
か
ら
広
く
用
い
ら
れ

た
「
日
本
精
神
」
と
い
う
語
句
が
、
い
つ
頃
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た

の
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
（
（
（

。
ま
た
、
類
似
の
「
国
民
精
神
」

と
い
う
語
句
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
初
出
は
判
然
と
し
な
い
（
（
（

。
た
だ
、

「
日
本
精
神
」
及
び
「
国
民
精
神
」
な
る
語
句
が
大
正
後
期
か
ら
昭

和
前
期
に
か
け
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
紀
平
正
美
『
日

本
精
神
』（
岩
波
書
店
、
大
正
五
年
）、
安
岡
正
篤
『
日
本
精
神
の
研
究
』

（
玄
黄
社
、
大
正
十
三
年
）、
大
川
周
明
『
日
本
精
神
研
究
』（
社
会
教
育

研
究
所
、
大
正
十
三
年
）
と
い
っ
た
、「
日
本
精
神
」
の
語
を
書
名
に

冠
し
た
書
籍
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
本
稿
で
は
日
本
精
神
と
国
民
道
徳
と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
本
節
で
は
一
連
の
背
景
に
つ
い
て

整
理
し
た
い
。

　

明
治
後
期
か
ら
唱
道
さ
れ
た
国
民
道
徳
論
は
、
そ
の
中
心
的
論
者

で
あ
る
井
上
哲
次
郎
が
、『
釈
明
勅
語
衍
義
』（
広
文
堂
書
店
、
昭
和
十

七
年
）
に
お
い
て
「
之
れ
を
要
す
る
に
明
治
末
年
か
ら
国
民
道
徳
と

い
ふ
一
学
科
の
研
究
が
新
に
教
育
界
に
勃
興
し
て
来
た
の
は
、
そ
の

初
め
全
く
自
分
が
創
設
し
た
東
亜
協
会
に
於
け
る
講
習
会
に
於
い
て
、

国
民
道
徳
講
義
を
為
し
た
こ
と
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ

は
『
勅
語
衍
義
』
よ
り
一
層
拡
大
さ
れ
た
る
高
所
大
所
よ
り
見
た

「
教
育
勅
語
」
の
解
釈
に
外
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
明
か
に
し
て

置
き
た
い
の
で
あ
る
」（
三
〇
一
―
三
〇
二
頁
）
と
当
時
を
回
想
し
て

い
る
よ
う
に
、
国
民
道
徳
論
と
は
、
教
育
勅
語
の
解
釈
論
で
あ
る
こ

と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
国
民
道
徳
論
に
お
け
る
教
育
勅
語
の

解
釈
は
、
衍
義
書
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
幅
広
い
視
点
か
ら
解

釈
を
行
う
学
問
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
井
上
哲
次
郎
を
中
心
と
し
た
国
民
道
徳
論
の
唱
道
は
、
井
上

が
、
明
治
四
十
三
年
七
月
二
日
か
ら
十
五
日
に
、
東
亜
協
会
に
お
い

て
「
国
民
道
徳
の
研
究
」
と
題
し
た
講
習
会
（
於
東
京
外
国
語
学
校
）

を
行
い
、
翌
四
十
四
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
、
文

部
大
臣
小
松
原
英
太
郎
の
命
に
よ
り
中
等
教
員
講
習
会
に
お
い
て

「
国
民
道
徳
概
論
」
と
題
し
て
講
演
し
た
も
の
を
、『
国
民
道
徳
概

論
』（
三
省
堂
書
店
、
明
治
四
十
五
年
）
と
し
て
刊
行
し
た
こ
と
に
端
を

発
す
る
。
ま
た
、
明
治
四
十
一
年
十
月
十
三
日
に
は
戊
申
詔
書
が
発

布
さ
れ
て
お
り
、
教
育
勅
語
の
中
心
的
解
釈
者
で
あ
っ
た
井
上
哲
次

郎
は
、
戊
申
詔
書
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
小
松
原
英
太
郎
の
命
に
よ

り
、
帝
国
教
育
会
の
一
員
と
し
て
『
戊
申
詔
書
述
義
』（
帝
国
教
育
会
、
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明
治
四
十
二
年
）
の
作
成
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
国

民
道
徳
論
の
唱
道
は
、
日
露
戦
争
後
の
社
会
思
潮
混
乱
の
中
で
、
戊

申
詔
書
の
解
釈
論
と
一
連
の
流
れ
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
（
（

。
そ

し
て
、
国
民
道
徳
論
は
、
大
正
六
年
に
設
置
さ
れ
た
臨
時
教
育
会
議

に
よ
っ
て
、
学
校
教
育
で
国
民
道
徳
教
育
を
徹
底
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
大
正
期
を
通
じ
て
唱
道
さ
れ
続
け
た
（
（
（

。
さ
ら

に
、
大
正
十
二
年
に
「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
が
発
布
さ

れ
、
同
十
三
年
に
は
文
政
審
議
会
が
設
置
さ
れ
た
（
（
（

。
こ
の
会
議
は
、

文
政
審
議
会
官
制
の
第
一
条
に
「
国
民
精
神
ノ
作
興
、
教
育
ノ
方
針

其
ノ
他
文
政
ニ
関
ス
ル
重
要
ノ
事
項
ヲ
調
査
審
議
ス
」
と
あ
る
よ
う

に
、「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
に
お
け
る
精
神
を
徹
底
す

る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
六
年
の
満
州

事
変
を
契
機
と
し
て
日
本
精
神
な
る
語
句
が
広
く
用
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
同
七
年
八
月
に
は
文
部
省
の
直
轄
研
究
所
と
し
て
国
民
精

神
文
化
研
究
所
が
設
置
さ
れ
、
国
民
精
神
に
関
す
る
論
理
的
研
究
が

積
極
的
に
な
さ
れ
て
い
く
。
河
野
省
三
も
同
年
に
嘱
託
研
究
員
と
し

て
所
属
し
、
同
所
か
ら
日
本
精
神
・
国
民
道
徳
・
国
民
精
神
な
ど
に

関
す
る
著
作
を
残
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
民
道
徳
論
か
ら
日
本
精
神
論
に
至
る
ま
で
の
背

景
に
は
、
教
育
勅
語
を
は
じ
め
と
し
た
各
詔
書
の
存
在
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
佐
藤
秀
夫
は
『
続
・
現
代
史
資
料
8　

教
育
1　

御
真
影
と
教
育
勅
語
』（
み
す
ず
書
房
、
平
成
六
年
）
に
お
い
て
、
教

育
勅
語
の
「
補
完
詔
勅
」
と
し
て
、「
戊
申
詔
書
」「
国
民
精
神
作
興

ニ
関
ス
ル
詔
書
」
等
を
あ
げ
、
各
時
代
に
お
け
る
各
詔
書
の
役
割
を

論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
国
民
道
徳
論
と
日
本
精

神
論
と
の
移
行
期
に
お
い
て
発
布
さ
れ
た
「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス

ル
詔
書
」
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と

し
て
は
副
田
義
也
が
『
教
育
勅
語
の
社
会
史
』（
有
信
堂
高
文
社
、
平

成
九
年
）
に
お
い
て
、「
成
立
に
か
ん
し
て
実
証
的
に
研
究
す
る
た

め
の
資
料
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
ま
っ
た
く
見
当
ら
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
成
立
経
緯
が
不
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
の
史
料
に
乏
し
い
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
森
川

輝
紀
が
『
国
民
道
徳
の
道
―
「
伝
統
」
と
「
近
代
化
」
の
相
克
―
』

（
三
元
社
、
平
成
十
五
年
）
に
お
い
て
、「「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル

詔
書
」（
一
九
二
三
年
）
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
国
民
道
徳
論
の
構
成
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
道
徳
論
か
ら
国
民
精
神
論
へ
の

展
開
と
表
現
で
き
よ
う
。」（
一
九
〇
―
一
九
一
頁
）
と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
本
詔
書
が
国
民
道
徳
論
の
展
開
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詔
書
は
関
東
大
震
災
の
直
後
で
あ
る
大

正
十
二
年
十
一
月
十
日
に
発
布
さ
れ
て
い
る
。
本
詔
書
が
発
布
さ
れ

た
直
接
的
事
由
は
、
関
東
大
震
災
後
の
思
想
混
乱
に
対
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
、
副
田
義
也
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
こ
の
詔
書
が
発

布
さ
れ
た
時
期
が
あ
ま
り
に
も
震
災
か
ら
間
も
な
い
こ
と
か
ら
、
震

災
以
前
か
ら
起
草
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
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る
。

　

こ
こ
に
は
、
近
代
に
お
け
る
詔
勅
を
国
民
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
た
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
國
學
院
大
學

の
学
長
で
あ
っ
た
芳
賀
矢
一
は
、
教
育
勅
語
渙
発
三
十
周
年
の
講
演

に
お
い
て
、「
今
度
の
天
子
様
は
何
故
教
育
勅
語
を
発
布
に
な
ら
ぬ

の
か
」
と
い
う
国
民
の
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
、
当

時
に
お
け
る
国
民
の
傾
向
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
教
育
勅
語
は

「
明
治
天
皇
御
一
人
の
教
え
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
教
育
勅
語
は
大

正
期
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
教
育
勅
語
は
明
治
天
皇
の
「
お
言
葉
」
で
あ
る
と
い
う
国

民
の
思
想
は
、
大
正
天
皇
の
「
お
言
葉
」
を
期
待
す
る
も
の
と
も
み

え
る
。
こ
の
新
し
い
お
言
葉
へ
の
期
待
と
、
教
育
勅
語
を
大
正
期
に

お
い
て
も
重
視
す
る
と
い
う
方
針
は
、「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル

詔
書
」
の
発
布
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
教
育
勅
語
の
各
時
代
に
お
け
る
解
釈
の

歴
史
と
も
み
ら
れ
、
日
本
精
神
論
を
創
出
す
る
淵
源
と
な
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
正
四
年
十
二
月
十
日
に
「
教

育
振
興
の
御
沙
汰
」
が
出
さ
れ
て
お
り
、
本
詔
書
の
渙
発
前
に
お
い

て
、
教
育
に
関
わ
る
大
正
天
皇
の
「
お
言
葉
」
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
は
（
（
（

、

皇
考
夙
に
心
を
教
育
の
事
に
労
せ
ら
れ
、
制
を
定
め
、
令
を
布

き
、
又
勅
し
て
其
の
大
綱
を
昭
に
し
た
ま
へ
り
。
朕
遺
緒
を
紹

述
し
て
、
倍
々
其
の
振
興
を
図
ら
む
と
す
。
今
や
人
文
日
進
の

時
に
方
り
、
教
育
の
任
に
在
る
者
克
く
朕
か
意
を
体
し
、
以
て

皇
考
の
彝
訓
を
対
揚
せ
む
こ
と
を
期
せ
よ
。

と
あ
り
、
大
正
期
に
お
い
て
も
教
育
勅
語
の
精
神
を
継
承
す
る
聖
旨

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
（
（
（

。

　
「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
が
、
昭
和
六
年
の
満
州
事
変

を
契
機
に
流
行
す
る
日
本
精
神
論
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
河
野
省
三
は
、「
大
正
十
二
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
後
、

二
ヶ
月
余
、
人
心
尚
ほ
不
安
動
揺
の
中
に
、
世
界
大
戦
後
益
々
募
る

思
想
界
の
危
険
を
一
掃
し
、
従
来
、
久
し
く
囚
は
れ
過
ぎ
た
物
質
的

生
活
に
魂
を
入
れ
て
、
真
に
雄
大
堅
実
な
る
国
民
精
神
を
振
興
し
よ

う
と
云
ふ
大
正
天
皇
並
に
摂
政
宮
（
即
ち
当
時
、
皇
太
子
殿
下
で
在
ら

せ
ら
れ
た
今
上
陛
下
）
の
大
御
心
か
ら
渙
発
せ
ら
れ
た
詔
勅
で
あ
る
。」

（
文
部
省
思
想
局
編
『
歴
代
の
詔
勅
』
日
本
文
化
協
会
出
版
部
、
昭
和
十
年
）

と
述
べ
て
い
る
。
大
正
天
皇
の
み
な
ら
ず
、
当
時
摂
政
宮
で
あ
っ
た

昭
和
天
皇
の
大
御
心
で
も
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
期
に
お

い
て
も
同
詔
書
が
重
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
般
的
に
大
正
期
は
、「
大
正
文
化
の
基
調
を
な
し
た
の
は
、
民

主
化
の
風
潮
と
、
文
化
・
生
活
全
般
に
わ
た
る
洋
風
化
の
広
が
り
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
思
想
の
面
で
は
、
日
露
戦
争
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
弛
緩
の
中
で
、
人
格
主
義
と
平
和
主
義
・
民
本
主
義
の
風
潮
が

ま
ず
流
行
を
み
る
が
、
や
が
て
大
正
後
半
期
に
は
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
、
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マ
ル
ク
ス
主
義
が
若
い
世
代
を
魅
了
す
る
に
至
る
（
（（
（

」
と
捉
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
他
方
、
そ
の
反
発
と
し
て
右
翼
在
野
神
道
の
運
動

が
活
発
と
な
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。「
国
民
精
神

作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
が
発
布
さ
れ
た
直
後
に
は
、
平
沼
騏
一
郎
の

国
本
社
を
は
じ
め
と
す
る
、
多
く
の
右
翼
団
体
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

葦
津
珍
彦
は
『
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』（
神
社
新
報
社
、
昭

和
六
十
二
年
）
に
お
い
て
、「
大
正
時
代
に
は
、
日
本
の
憲
政
が
大
き

く
変
っ
て
、
明
治
の
藩
閥
政
権
時
代
か
ら
政
党
政
治
へ
移
行
し
た
時

代
と
言
っ
て
よ
い
。
社
会
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
気
風
が
流
行
し
た
。
し
か
し
、
国
際
的
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
の

時
代
で
あ
り
、
史
上
に
初
め
て
社
会
主
義
の
ロ
シ
ア
大
革
命
が
勝
利

を
得
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
活
動
し
は
じ
め
、
社
会
主
義
が
、
日
本

で
も
た
だ
の
少
数
知
識
人
の
も
の
か
ら
大
衆
へ
の
影
響
力
を
も
っ
て

来
た
。
米
騒
動
、
大
ス
ト
ラ
イ
キ
等
が
頻
発
し
て
そ
れ
ら
の
思
想
傾

向
を
世
人
は
、
左
傾
と
称
し
て
、
こ
れ
に
反
撥
す
る
者
を
右
傾
（
右

翼
）
と
称
し
た
。
大
正
時
代
は
、
右
傾
右
翼
抬
頭
の
時
代
で
も
あ

る
。」
と
論
じ
、
さ
ら
に
右
翼
の
集
団
や
個
人
が
「
神
国
思
想
」
を

共
有
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
が
広
義
の
神
道
思
想
と
も
言
え

る
が
そ
の
系
譜
は
水
戸
学
的
神
道
、
平
田
神
道
、
垂
加
神
道
、
教
派

神
道
の
流
れ
を
く
ん
で
お
り
、
教
義
は
多
彩
雑
多
で
あ
っ
た
と
し
て

い
る
。「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
は
、
関
東
大
震
災
後
の

社
会
混
乱
に
対
す
る
詔
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
民
道
徳
論
史
、
お

よ
び
日
本
精
神
論
研
究
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
重
要
な
端
緒
と
し
て

も
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
治
末
か
ら
大
正
、
昭
和
前
期
に
は
、
教
育
勅
語

の
精
神
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
各
時
代
に
応
じ
た
詔
書
が
発
布
さ

れ
、
ま
た
、
内
閣
直
属
の
諮
問
機
関
と
し
て
臨
時
教
育
会
議
や
文
政

審
議
会
が
設
置
さ
れ
、
文
部
行
政
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
会
議
に
お
け
る
答
申
は
学
校
教
育
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

社
会
教
育
的
な
思
潮
と
し
て
広
が
り
を
み
せ
、
昭
和
六
年
の
満
州
事

変
の
勃
発
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
教
育
勅
語
渙
発
二
十
・

三
十
・
四
十
・
五
十
周
年
と
い
う
、
節
目
に
お
け
る
社
会
思
潮
の
高

ま
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
（（
（

。
多
様
な
要
素
を
持
つ
日
本
精
神
論
の

端
緒
の
一
端
に
は
、「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
の
発
布
と

教
育
勅
語
渙
発
記
念
周
年
と
い
う
背
景
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
と
考
え
る
。
こ
の
満
州
事
変
前
後
の
社
会
思
潮
と
、
日
本
精
神
論

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
次
節
に
お
い
て
河
野
省
三
の
論
述
か
ら

詳
細
を
検
討
し
た
い
。

二
、
河
野
省
三
の
日
本
精
神
論

二
―
一
、
河
野
省
三
の
日
本
精
神
論

　

河
野
省
三
は
、
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
（
現
・
加
須
市
）
に
あ
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る
郷
社
玉
敷
神
社
の
累
代
の
社
家
で
あ
る
。
明
治
三
十
五
年
、
私
立

埼
玉
中
学
校
（
現
・
県
立
不
動
岡
高
等
学
校
）
を
卒
業
後
、
同
三
十
六

年
七
月
、
私
立
國
學
院
に
入
学
し
た
。
同
三
十
八
年
七
月
七
日
に
國

學
院
師
範
部
国
語
漢
文
歴
史
科
を
卒
業
し
、
同
日
、
皇
典
講
究
所
祭

式
科
を
修
了
、
こ
れ
に
よ
り
、
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女
学
校
国
語

漢
文
及
び
歴
史
科
教
員
免
許
状
を
下
付
、
皇
典
講
究
所
学
階
五
等
学

正
を
受
領
し
、
卒
業
後
す
ぐ
に
玉
敷
神
社
社
司
と
な
っ
た
。
大
正
四

年
、
石
川
岩
吉
（
（（
（

の
後
任
と
し
て
國
學
院
大
學
講
師
に
就
任
し
「
実
践

道
徳
」
を
講
じ
た
。
大
正
期
に
お
け
る
河
野
の
著
作
に
は
神
道
史
関

係
と
し
て
『
神
祇
史
要
』（
法
文
館
書
店
、
大
正
四
年
）、『
神
祇
史
概

要
』（
帝
国
神
祇
学
会
出
版
部
、
大
正
十
五
年
）
が
あ
り
、
国
民
道
徳
関

係
に
は
『
国
民
道
徳
史
論
』（
森
江
書
店
、
大
正
六
年
）、『
国
民
道
徳

要
論
』（
森
江
書
店
、
大
正
十
四
年
）
が
あ
る
。
こ
の
間
、
柳
田
國
男

と
の
所
謂
「
神
道
私
見
論
争
」
な
ど
を
経
て
、
國
學
院
大
學
の
教
員

と
し
て
、
ま
た
、
累
代
の
社
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
神
道
論
・
国

民
道
徳
論
を
展
開
し
た
。
昭
和
期
に
入
る
と
、
日
本
精
神
な
る
語
句

が
冠
さ
れ
る
も
の
が
多
く
な
り
、
代
表
的
な
も
の
に
は
、『
日
本
精

神
発
達
史
』（
大
岡
山
書
店
、
昭
和
七
年
）、『
日
本
精
神
の
研
究
』（
大

岡
山
書
店
、
昭
和
九
年
）、『
日
本
精
神
』（
畝
傍
書
房
、
昭
和
十
七
年
）

等
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
河
野
の
論
じ
る
日
本
精
神
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
か
整
理
し
た
い
。
ま
ず
『
日
本
精
神
発
達
史
（
（（
（

』
に
お

け
る
論
述
か
ら
、
各
著
書
の
関
係
性
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

初
版
は
し
が
き
に
よ
れ
ば
、
第
一
章
と
第
二
章
が
書
下
ろ
し
で
あ

り
、
第
三
章
以
下
は
、
國
學
院
大
學
に
お
い
て
国
民
道
徳
史
と
し
て

講
じ
た
も
の
の
稿
本
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
か
ら
も
河
野
の
日
本

精
神
論
が
国
民
道
徳
論
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
姉
妹
本
と
し
て
『
日
本
精
神
の
研
究
』
を
挙
げ
て
い
る
。
こ

の
二
著
が
姉
妹
本
と
さ
れ
て
い
る
事
由
と
し
て
は
、『
日
本
精
神
発

達
史
』
を
縦
断
的
研
究
と
し
、
一
般
的
叙
述
を
以
て
著
し
た
と
し
、

『
日
本
精
神
の
研
究
』
は
横
断
的
考
察
と
し
て
、
特
殊
的
考
察
を
行

な
っ
た
も
の
だ
と
す
る
（
（（
（

。
ま
た
、
本
書
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
脚

注
及
び
備
考
に
示
さ
れ
て
い
る
他
の
論
者
の
著
書
紹
介
や
、
神
道
の

用
語
に
関
す
る
註
釈
が
詳
細
に
著
さ
れ
、
河
野
の
膨
大
な
著
作
の
位

置
付
け
も
な
さ
れ
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
明
治
後
期
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
の
河
野
の
研
究
活
動
が
、『
日
本
精
神
発
達
史
』
に
お

い
て
、
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、

『
日
本
精
神
』
は
、
二
著
か
ら
お
よ
そ
十
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
前
述
二
著
に
示
さ
れ
た
縦
断
的
研
究
と
横
断
的
考
察
に
つ

い
て
端
的
に
纏
め
て
い
る
点
で
、
河
野
の
日
本
精
神
論
を
考
察
す
る

上
で
参
考
と
な
る
。
ま
た
本
書
に
は
満
州
事
変
の
進
展
や
国
際
連
盟

脱
退
と
い
っ
た
国
際
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
日
本
精
神
を
論
じ
る
上

で
、
日
本
精
神
と
古
典
・
神
社
・
武
士
道
、
神
道
・
国
学
・
外
来
思

想
と
い
う
各
方
面
に
お
け
る
問
題
点
を
提
示
し
て
い
る
点
で
重
要
と
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思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
『
日
本
精
神
』
か
ら
河
野
の
日
本
精
神
研
究

の
方
法
論
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

　

河
野
は
、『
日
本
精
神
』
に
お
い
て
日
本
精
神
と
い
う
語
句
に
つ

い
て
定
義
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
広
義
に
は
「
我
が
国
史
を
一
貫

す
る
民
族
精
神
」、
狭
義
に
は
「
満
州
事
変
前
後
か
ら
起
つ
た
日
本

国
民
の
現
代
意
識
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
研
究
の
方
法
と
し
て

歴
史
的
な
縦
軸
と
横
軸
を
設
定
し
、
縦
軸
と
し
て
は
、「
日
本
精
神

の
時
代
的
（
歴
史
的
）
表
現
に
関
す
る
考
察
」、
横
軸
と
し
て
は
「
日

本
精
神
の
文
化
的
（
社
会
的
）
表
現
に
関
す
る
考
察
」
と
い
う
視
点

を
提
示
し
て
い
る
。
河
野
の
日
本
精
神
論
に
お
け
る
問
題
意
識
は
、

我
が
国
体
を
始
め
、
神
社
や
日
本
精
神
や
国
学
な
ど
に
関
す
る

研
究
を
為
す
に
つ
い
て
、
殊
に
其
の
教
化
に
当
る
に
つ
い
て
は
、

最
も
深
く
御
国
心
を
喚
起
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
而
し
て

教
学
に
従
事
す
る
者
に
と
つ
て
は
、
日
本
的
信
念
を
堅
持
す
る

こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
。（『
日
本
精
神
』
は
し
が
き
、
四
頁
）

と
い
う
点
に
あ
り
、
教
化
・
教
育
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
河
野
の
國
學
院
大
學
学
長
や
国
民
精
神
文
化
研
究
所
嘱
託
と
し

て
の
立
場
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。

　

河
野
は
、
日
本
精
神
と
国
体
論
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
が
、

そ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
同
書
に
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

非
常
時
に
於
け
る
日
本
精
神
は
極
め
て
緊
張
し
て
自
覚
さ
れ
昂

揚
さ
れ
る
か
ら
し
て
自
ら
国
家
的
、
道
徳
的
、
男
性
的
の
性
質

が
力
強
く
発
揮
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
指
導
精
神
と
し
て
働
き
か

け
、
積
極
的
な
力
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
方
面
の
特
色
が
専

ら
日
本
精
神
そ
の
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
が
ち
な
の
は
是
が
た

め
で
あ
る
。
殊
に
支
那
事
変
が
起
る
に
及
ん
で
、
国
体
の
明
徴
、

皇
国
の
道
の
昂
揚
、
惟
神
の
大
道
に
対
す
る
自
覚
が
非
常
時
局

の
進
展
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
国
民
意
識
を
国
家
的
、
道
徳
的

に
指
導
し
、
鍛
練
す
る
傾
向
に
進
ん
で
ゐ
る
か
ら
し
て
、
日
本

精
神
若
し
く
は
其
の
特
色
を
専
ら
此
の
看
点
か
ら
判
断
し
よ
う

と
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
。（『
日
本
精
神
』
一
八
頁
）

　

河
野
は
、
非
常
時
に
お
い
て
日
本
精
神
が
高
揚
す
る
こ
と
を
認
め

て
い
る
。
そ
し
て
「
国
民
意
識
を
国
家
的
、
道
徳
的
に
指
導
」
的
要

素
を
一
層
評
価
し
て
い
る
。

　

河
野
は
そ
の
立
場
上
、
当
然
、
日
本
精
神
と
神
道
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

日
本
に
於
い
て
最
も
日
本
的
な
る
思
想
は
、
現
御
神
と
ま
す
天

皇
と
神
国
た
る
皇
国
と
を
離
れ
な
い
と
こ
ろ
の
神
と
い
ふ
信
念

で
あ
る
。
此
の
日
本
国
民
祖
先
以
来
の
伝
統
的
生
活
原
理
が
即

ち
神
の
道
で
あ
り
、
即
ち
神
な
が
ら
の
道
若
し
く
は
皇
道
（
皇

神
の
道
・
神
皇
の
道
）
で
あ
る
。
維
神
の
道
若
し
く
は
神
皇
の
道

と
し
て
の
皇
道
と
い
ふ
思
想
は
即
ち
神
道
の
本
質
で
あ
り
、
根

本
義
で
あ
る
。
我
が
日
本
の
神
道
と
い
ふ
の
は
、
言
ふ
ま
で
も

な
く
神
の
道
で
あ
る
。
神
の
道
と
は
即
ち
日
本
民
族
祖
先
以
来
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の
生
活
原
理
で
あ
る
。

（
中
略
）

即
ち
神
の
道
は
斯
か
る
意
味
に
於
い
て
、
正
に
日
本
に
在
つ
て

は
上
下
一
体
・
祖
孫
一
体
の
道
で
あ
り
、
国
民
に
在
つ
て
は
、

そ
の
道
徳
乃
至
生
活
上
の
規
範
で
あ
る
。（『
日
本
精
神
』
一
五
四

～
一
五
五
頁
）

　
「
日
本
的
」
な
も
の
と
し
て
「
神
と
い
ふ
信
念
」
を
挙
げ
て
い
る
。

二
―
二
、
日
本
精
神
と
武
士
道

　

一
方
、『
日
本
精
神
発
達
史
』
の
構
成
は
、
第
三
章
「
中
世
に
於

け
る
武
士
道
の
発
達
」
を
起
点
に
現
代
ま
で
の
日
本
精
神
の
発
達
を

た
ど
っ
て
お
り
、
本
書
に
お
け
る
武
士
道
が
占
め
る
割
合
が
多
く

な
っ
て
い
る
。

　

河
野
に
先
行
す
る
国
民
道
徳
論
者
と
し
て
著
名
な
井
上
哲
次
郎
な

ど
も
重
視
し
て
き
た
「
武
士
道
」
に
つ
い
て
は
、『
国
民
道
徳
史
論
』

第
十
章
「
武
士
道
」
に
お
い
て
、
そ
の
特
質
を
「
単
な
る
学
説
に
非

ず
し
て
、
実
行
せ
ら
れ
た
る
倫
理
学
説
」（
一
八
七
頁
）
と
し
、
神
道

と
武
士
道
を
「
国
民
道
徳
の
二
大
組
織
体
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
両
者
は
個
々
の
国
民
道
徳
を
其
の
内
容
と
し
て
、
我
が
国

情
に
適
応
し
て
、
特
殊
の
発
達
を
な
せ
る
も
の
、
即
ち
何
れ
も

我
が
国
民
の
精
神
生
活
の
発
達
を
保
持
し
、
助
長
し
た
る
国
民

道
徳
の
体
系
と
称
す
べ
き
な
り
。
故
に
神
道
と
武
士
道
を
究
む

れ
ば
我
が
国
民
道
徳
の
大
半
は
既
に
了
解
せ
ら
れ
た
る
も
の
と

謂
ふ
べ
く
、
国
民
道
徳
の
歴
史
的
基
礎
と
実
行
的
勢
力
と
は
、

之
れ
に
よ
り
て
、
始
め
て
よ
く
明
に
せ
ら
る
ゝ
也
。（『
国
民
道

徳
史
論
』
一
五
八
頁
）

　

こ
こ
に
は
、
歴
史
的
基
礎
と
し
て
の
神
道
と
、
実
行
的
勢
力
と
し

て
の
武
士
道
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
河
野
は
「
武
士
道
の
萌

芽
は
実
に
我
が
上
代
国
民
の
固
有
せ
る
性
情
」（
一
五
九
頁
）
に
あ
る

と
し
、
更
に
「
日
本
民
族
の
精
神
特
色
を
形
成
し
た
る
国
民
性
（
若

し
く
は
大
和
魂
）
が
特
殊
な
る
社
会
生
活
に
影
響
せ
ら
れ
、
鍛
練
せ

ら
れ
て
発
達
し
た
る
道
徳
的
観
念
な
り
。」（
同
上
）
と
述
べ
た
上
で
、

武
士
道
の
史
的
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
明
治
以
降
に
つ

い
て
は
、
武
士
社
会
が
一
般
社
会
と
同
等
の
社
会
に
な
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
封
建
制
度
の
崩
壊
に
よ
り
、
武
士
道
徳
の
弊
風
短
所
が
薄
弱

に
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、「
努
め
て
、
其
の
長
所
、
短
所
を
探
究
し

て
、
今
後
の
我
が
国
民
思
想
に
対
す
る
位
置
を
判
定
せ
む
と
欲
す
。」

（
一
七
三
頁
）
と
述
べ
、
武
士
道
が
上
代
よ
り
続
く
精
神
で
あ
る
こ
と
、

更
に
は
将
来
の
国
民
道
徳
に
於
け
る
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
た
め

に
、
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（
（（
（

。

　

ま
た
、
神
道
に
つ
い
て
は
、「
抑
も
国
民
道
徳
は
実
践
道
徳
に
し

て
、
神
道
は
実
行
的
道
徳
な
る
を
以
て
国
民
道
徳
実
行
の
力
は
、
神

道
に
於
い
て
最
も
そ
の
豊
富
且
強
烈
な
る
を
認
む
る
な
り
。
而
し
て
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神
道
は
又
宗
教
的
信
念
を
根
柢
と
し
た
る
道
徳
主
義
な
る
を
以
て
国

民
精
神
を
教
養
す
る
為
に
は
、
極
め
て
強
大
な
る
力
を
共
有
し
得
べ

し
。」（
二
三
三
頁
）
と
し
て
、
国
民
道
徳
論
に
お
け
る
神
道
と
は
、

「
実
行
的
道
徳
」
と
し
て
重
要
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
国
民
道

徳
の
二
大
組
織
体
」
と
し
て
、
神
道
と
武
士
道
と
を
挙
げ
た
根
拠
と

し
て
は
、「
国
民
道
徳
は
実
践
道
徳
」
で
あ
る
と
す
る
河
野
の
国
民

道
徳
の
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

。

　

ま
た
、「
非
常
時
」
に
お
け
る
武
士
道
の
研
究
と
い
う
こ
と
も
踏

ま
え
て
考
え
る
と
、
日
本
精
神
論
を
と
り
ま
く
時
代
背
景
か
ら
し
て

も
、
国
民
道
徳
論
の
記
述
に
く
ら
べ
て
日
本
精
神
論
に
お
け
る
武
士

道
の
記
述
は
一
層
そ
の
割
合
を
増
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

二
―
三
、
河
野
省
三
の
国
民
道
徳
論
・
日
本
精
神
論
の
背
景

　

こ
こ
ま
で
、
河
野
省
三
の
日
本
精
神
論
に
つ
い
て
国
民
道
徳
論
と

の
関
わ
り
、
武
士
道
論
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
最

後
に
、
河
野
に
よ
る
一
連
の
日
本
精
神
研
究
に
お
い
て
、
神
社
へ
の

信
仰
、
日
本
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
、
ま
た
、
極
め
て
抽
象
的
と
も

思
わ
れ
る
「
清
々
し
さ
」
や
「
懐
か
し
さ
」
と
い
っ
た
語
句
が
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
創
出
さ
れ
た
の
か
、「
鳥
居
を
背
景
に
し
て
」
と

題
さ
れ
た
一
稿
か
ら
検
討
し
た
い
。
こ
の
論
説
は
大
正
十
年
十
二
月

の
全
国
神
職
会
に
お
け
る
講
演
録
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
河
野
は
埼

玉
県
に
あ
る
玉
敷
神
社
の
累
代
の
社
家
の
家
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
一

稿
に
は
幼
少
期
か
ら
河
野
が
経
験
と
し
て
得
た
、
神
社
へ
の
信
仰
を

背
景
と
し
た
学
問
の
原
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
日
本
精
神
の
研

究
』
の
「
は
し
が
き
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
書
の
附
録
と
し
て
添
へ
た
「
鳥
居
を
背
景
と
し
て
」
と
い
ふ

一
篇
は
、
蓋
し
私
の
幼
い
時
の
自
叙
伝
の
一
頁
に
当
る
も
の
で
、

前
述
の
『
神
道
と
国
民
生
活
』
の
附
録
と
相
待
つ
て
、
拙
い
文

字
に
依
る
自
画
像
の
一
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
敢
へ
て
単
に

示
す
も
の
で
は
な
い
。
皇
国
と
郷
土
と
家
庭
と
か
ら
の
恵
み
の

露
に
育
つ
た
私
の
小
さ
い
日
本
精
神
の
有
り
の
ま
丶
の
姿
と
は

た
ら
き
と
を
語
り
明
か
し
た
い
心
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
「
私
の
小
さ
い
日
本
精
神
の
有
の
ま
丶
の
姿
と
は
た
ら
き

と
を
語
り
明
か
し
た
い
」
と
河
野
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
河

野
に
よ
る
一
連
の
研
究
の
問
題
意
識
の
淵
源
が
記
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
師
と
し
て
慕
う
芳
賀
矢
一
が
ド
イ
ツ
留
学
の
際
に
、
ド
イ

ツ
の
森
に
は
鳥
居
が
無
い
こ
と
を
物
足
り
な
く
感
じ
た
と
い
う
述
懐

を
提
示
し
た
上
で
（
（（
（

、
自
身
の
鳥
居
を
背
景
と
し
た
学
問
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

鳥
居
は
如
何
に
も
、
自
然
な
建
築
で
あ
る
。
そ
れ
を
取
囲
む
森

林
に
対
映
し
て
、
誠
に
優
雅
な
趣
を
添
へ
る
。
又
そ
れ
に
伴
ふ

神
殿
を
連
想
し
て
、
極
め
て
奥
深
い
感
じ
を
与
へ
る
も
の
で
あ
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る
。
我
が
国
体
が
、
如
何
に
も
自
然
で
あ
っ
て
、
何
と
な
く
奥

ふ
か
く
、
而
も
温
み
と
強
み
と
の
充
実
し
て
を
る
の
と
相
対
し

て
、
鳥
居
は
正
に
、
我
が
国
体
の
表
象
で
は
あ
る
ま
い
か
。
其

の
鳥
居
を
背
景
と
し
て
、
我
が
国
体
を
窺
ふ
と
い
う
事
は
、
や

が
て
、
神
職
の
国
体
観
の
立
脚
地
で
あ
る
。（「
鳥
居
を
背
景
と

し
て
」『
日
本
精
神
の
研
究
』
三
七
六
頁
）

　

こ
れ
ま
で
も
大
正
三
年
に
は
、「
神
職
修
養
の
一
面
」（『
神
社
協
会

雑
誌
』、
第
十
三
年
第
二
号
）
や
「
国
民
道
徳
並
に
国
民
性
研
究
参
考

書
」（
同
書
、
第
十
三
年
第
三
号
）
で
神
職
と
し
て
国
民
道
徳
を
研
究

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
き
た
河
野
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
神

職
と
し
て
論
ず
べ
き
国
体
観
を
提
示
し
、
こ
こ
に
、
河
野
の
神
社
へ

の
信
仰
を
背
景
と
し
た
国
民
道
徳
論
と
日
本
精
神
論
の
原
点
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

国
民
性
の
根
本
的
特
色
と
し
て
「
統
一
性
」「
永
遠
性
」「
純
真

性
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
、
河
野

の
学
問
に
お
け
る
根
本
的
問
題
で
あ
る
神
道
と
は
何
か
、
国
体
と
は

何
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

神
道
と
は
、
皇
室
を
奉
戴
し
、
神
祇
を
崇
敬
し
て
、
明
浄
正
直

の
生
活
を
営
み
つ
丶
、
日
本
民
族
永
遠
の
生
命
を
展
開
し
ゆ
く

所
の
日
本
民
族
の
伝
統
的
信
念
及
び
情
操
で
あ
る
。

我
が
国
体
の
本
質
は
、
国
民
が
同
心
一
体
と
な
つ
て
、
天
皇
に

奉
仕
し
つ
丶
、
日
本
民
族
永
遠
の
活
動
に
よ
つ
て
、
道
徳
的
国

家
を
完
成
す
る
に
在
る
。（「
鳥
居
を
背
景
と
し
て
」『
日
本
精
神
の

研
究
』
三
八
一
頁
）

　

こ
れ
ら
鳥
居
を
背
景
と
し
て
論
述
さ
れ
た
も
の
は
、
芳
賀
矢
一
が

論
じ
た
国
民
性
研
究
に
対
す
る
河
野
の
応
答
で
も
あ
り
、
生
涯
、
神

職
と
い
う
立
場
か
ら
国
民
道
徳
、
日
本
精
神
を
論
じ
た
そ
の
背
景
を

示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
河
野
の
日
本
精
神
論
に
芳
賀

矢
一
の
学
問
の
影
響
が
存
在
す
る
こ
と
は
、「
芳
賀
先
生
の
遺
徳
を

偲
ぶ
」（『
國
學
院
雑
誌
』
昭
和
十
二
年
三
月
号
）
に
お
い
て
「
日
本
精

神
と
い
ふ
名
は
先
生
の
御
在
世
中
あ
ま
り
唱
へ
ら
れ
ま
せ
ぬ
で
し
た

が
、
日
本
精
神
そ
の
物
の
力
を
普
及
さ
せ
、
浸
込
ま
せ
た
か
と
い
ふ

点
に
於
て
、
恐
ら
く
は
大
正
の
時
代
の
み
な
ら
ず
今
後
も
余
り
多
く

類
を
見
な
い
程
に
御
功
績
の
多
か
つ
た
方
」（
五
一
―
五
二
）
で
あ
っ

た
述
べ
、
さ
ら
に
「
日
本
文
献
学
」（『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
冨
山
房
、
昭

和
三
年
）
に
お
い
て
芳
賀
が
「
我
等
の
理
想
は
国
民
性
を
闡
明
す
る

所
に
在
る
」
と
論
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、「
芳
賀
先
生
の

国
民
性
と
い
ふ
の
は
極
め
て
広
い
意
味
で
、
今
日
私
共
が
謂
ふ
民
族

性
も
勿
論
含
ん
で
居
り
ま
す
し
、
又
民
族
精
神
も
含
ま
れ
て
居
り
ま

す
し
、
日
本
精
神
も
同
時
に
含
ん
で
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
更
に

国
民
道
徳
或
は
国
体
観
念
も
併
せ
て
国
民
性
と
言
は
れ
て
居
つ
た
と

思
ふ
」（
五
三
頁
）
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
検
討

し
て
き
た
事
柄
を
踏
ま
え
る
と
、
河
野
の
国
民
道
徳
研
究
・
日
本
精

神
研
究
の
根
柢
に
芳
賀
の
学
問
の
存
在
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
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ろ
う
。三

、
村
岡
典
嗣
の
日
本
精
神
論

　

こ
こ
か
ら
は
、
村
岡
典
嗣
の
日
本
精
神
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、

河
野
省
三
の
論
述
と
比
較
す
る
対
象
と
し
て
村
岡
を
挙
げ
た
事
由
に

は
、
次
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
岡
は
、
主
著
の
一
つ
で

あ
る
『
本
居
宣
長
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
年
）
に
お
い
て
、
自
身
の
学

問
に
お
い
て
影
響
を
受
け
た
人
物
と
し
て
芳
賀
矢
一
の
名
を
挙
げ
て
、

「
春
満
、
真
淵
、
宣
長
と
相
継
い
だ
徳
川
時
代
の
国
学
者
の
学
問
を

フ
ィ
ロ
ロ
ギ
イ
に
擬
し
て
考
へ
る
こ
と
は
、
明
治
の
新
し
い
国
学
者

の
、
已
に
夙
に
唱
へ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
は
、
そ
の
一
人
た
る

芳
賀
矢
一
氏
が
、
國
學
院
雑
誌
、
第
十
巻
、
第
一
号
、
及
び
第
二
号

（
明
治
三
十
七
年
〔
一
九
〇
四
〕
一
月
及
び
二
月
刊
）
に
掲
げ
た
、「
国
学

に
つ
い
て
」
と
い
ふ
論
文
に
、Suggestion

を
得
た
。」（
三
四
五
頁
）

と
述
べ
て
お
り
、
後
述
す
る
村
岡
の
学
問
に
芳
賀
矢
一
の
影
響
が
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
芳
賀
矢
一
の
学
問
に
対
し
て
は
河
野

も
様
々
な
媒
体
で
自
身
の
学
問
と
の
関
係
を
述
べ
て
お
り
、
河
野
・

村
岡
両
氏
の
学
問
に
芳
賀
の
学
問
が
存
在
し
て
い
る
点
で
両
氏
は
、

比
較
対
象
と
し
て
興
味
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
最
初
に

村
岡
の
日
本
思
想
史
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
検
討
し
た
い
。

三
―
一
、
村
岡
典
嗣
の
日
本
思
想
史

　

村
岡
典
嗣
は
、「
日
本
思
想
史
の
研
究
法
に
つ
い
て
」（『
続
日
本
思

想
史
研
究
』
所
収
、
昭
和
九
年
二
月
）
に
お
い
て
、「
一
つ
の
学
問
を
い

か
に
研
究
す
べ
き
か
は
、
そ
の
学
問
が
、
い
か
な
る
学
問
な
る
か
の

正
当
な
る
理
解
に
基
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
の
事
は
、
日
本
思

想
史
と
言
ふ
如
き
、
い
は
ゞ
新
し
い
学
問
の
場
合
、
殊
に
必
要
で
あ

る
」（
二
七
頁
）
と
し
て
、
新
し
い
学
問
で
あ
る
「
日
本
思
想
史
」
の

定
義
及
び
必
要
性
を
提
示
す
る
重
要
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
所
謂
思
想
史
は
或
意
味
に
於
い
て
文
化
史
に
属
す
る
」（
同
右
）
と

し
、
国
史
に
お
け
る
思
想
史
は
、
文
化
史
に
属
す
る
学
問
で
あ
り
、

そ
の
研
究
対
象
は
宗
教
・
学
問
・
芸
術
・
道
徳
と
い
っ
た
分
野
で
あ

る
と
説
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
定
義
と
し
て
「
各
種
の
学
問
史
を
も
、
実
に
ま
た
そ
の
綜

合
た
る
哲
学
史
を
も
含
み
得
る
」（
二
九
頁
）
広
義
の
思
想
史
と
、

「
宗
教
学
史
・
倫
理
学
史
に
対
す
る
宗
教
思
想
史
・
倫
理
思
想
史
、

哲
学
史
に
対
す
る
哲
学
思
想
史
」（
二
八
頁
）
と
し
て
の
狭
義
の
思
想

史
と
に
分
類
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
化
史
と
し
て
の
思
想
史
に

お
け
る
「
事
象
と
意
識
」
に
つ
い
て
、「
事
象
は
意
識
の
具
現
、
意

識
は
事
象
の
反
省
」（
二
八
頁
）
と
捉
え
、
ま
た
或
る
事
象
の
原
因
と

も
考
え
ら
れ
る
「
文
化
史
の
意
識
的
方
面
」
を
研
究
す
る
こ
と
が
思

想
史
で
あ
る
と
説
き
、
換
言
し
て
「
厳
密
な
意
味
で
の
学
問
史
や
哲
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学
史
の
前
史
」（
同
右
）
と
歴
史
学
の
中
に
位
置
付
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
思
想
史
と
い
う
学
問
が
、
国
史
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
村
岡
は
、
古
く
は

儒
教
や
仏
教
、
近
年
は
西
洋
思
想
を
輸
入
し
て
き
た
歴
史
を
持
つ

「
日
本
思
想
史
は
い
は
ゞ
世
界
思
想
の
縮
図
た
る
べ
く
、
更
に
又
、

或
は
、
儒
教
思
想
或
は
仏
教
思
想
或
は
西
洋
思
想
の
延
長
史
に
外
な

ら
ぬ
で
あ
ら
う
」（
三
〇
頁
）
と
説
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
か
く
て

は
独
立
の
日
本
思
想
史
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
」（
同
右
）
と
す
る
。

そ
こ
で
、
日
本
思
想
史
が
成
立
す
る
為
に
必
要
と
な
る
日
本
的
特
性

と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
近
世
以
来
の
国
学
と
日
本
思
想

史
の
類
似
点
を
探
る
作
業
か
ら
論
述
を
す
る
。

　

西
洋
に
お
け
る
「
訓
詁
註
釈
的
の
形
式
的
語
学
的
研
究
を
準
備
と

し
て
、
古
文
献
の
内
容
、
即
ち
思
想
を
認
識
す
る
を
任
務
と
す
る
」

（
三
一
～
三
三
頁
）「
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
イ
」
と
、「
古
典
の
形
式
的
語
学
的

研
究
か
ら
入
つ
て
、
古
典
の
ふ
く
む
そ
の
時
代
の
思
想
の
闡
明
」

（
宣
長
の
学
問
に
お
い
て
）（
三
一
～
三
三
頁
）
を
試
み
る
「
国
学
」
と
村

岡
の
提
唱
す
る
「
日
本
思
想
史
」
は
、
客
観
的
文
献
学
と
し
て
類
似

す
る
点
が
あ
る
と
論
述
す
る
。
し
か
し
、
国
学
は
客
観
的
文
献
学
と

し
て
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

フ
ィ
ロ
ロ
ギ
イ
も
国
学
も
、
そ
の
学
問
の
性
質
上
、
あ
る
古
典
、

又
古
典
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
個
人
や
時
代
を
、
い
は
ゞ
一
つ

の
完
結
し
た
単
位
と
見
て
、
寧
ろ
平
面
的
に
之
を
取
り
扱
ひ
、

之
を
内
的
発
展
の
相
に
於
い
て
見
る
こ
と
に
、
十
分
で
は
な
か

つ
た
。
隨
つ
て
あ
る
古
典
と
あ
る
古
典
と
の
関
係
に
於
い
て
、

ま
た
あ
る
古
典
の
内
的
関
係
に
於
い
て
、
思
想
的
発
展
を
明
ら

め
る
と
い
ふ
点
が
、
未
だ
十
分
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
も
か
く

の
如
き
は
、
文
化
の
歴
史
性
が
、
十
分
に
認
識
さ
れ
、
文
化
学

歴
史
学
て
ふ
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
と
と
も
に
、
文
化
学
た
る

フ
ィ
ロ
ロ
ギ
イ
そ
の
も
の
の
当
然
に
成
就
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ

る
。（『
続
日
本
思
想
史
研
究
』
三
三
頁
）

　

そ
し
て
、
歴
史
学
へ
発
展
し
な
か
っ
た
国
学
は
、
そ
の
内
的
関
係

と
し
て
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
時
、
は
じ
め
て
歴
史
学
と
し
て
完
成

さ
れ
る
と
説
く
。
よ
っ
て
、「
国
学
が
史
的
文
化
学
と
し
て
完
成
さ

れ
た
時
、
そ
こ
に
日
本
思
想
史
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
」（
三
三
頁
）

と
し
、
こ
こ
に
思
想
史
の
日
本
的
特
性
を
見
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

村
岡
の
日
本
思
想
史
に
お
け
る
日
本
的
特
性
と
は
、
国
学
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
（（
（

。

三
―
二
、
日
本
思
想
史
の
研
究
方
法

　

次
に
村
岡
の
日
本
思
想
史
に
お
け
る
方
法
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

村
岡
は
日
本
思
想
史
に
は
「
文
献
学
的
段
階
」
と
「
史
学
的
段
階
」

に
二
つ
の
段
階
が
あ
る
と
す
る
。

　

ま
ず
「
文
献
学
的
段
階
」
は
、「
資
料
の
批
判
考
証
」
が
主
題
と

な
る
。「
こ
こ
に
特
に
思
想
史
的
研
究
の
為
め
最
も
重
要
な
の
が
、
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資
料
の
時
代
的
順
位
を
与
へ
る
こ
と
で
あ
る
」（
三
八
頁
）
と
し
て
、

資
料
に
時
代
順
位
を
与
え
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
、「
こ
は
ま

た
、
一
作
者
の
、
も
し
く
は
ま
た
多
く
の
作
者
の
一
個
の
作
物
の
う

ち
に
於
い
て
も
、
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
は
思
想
的
発
展
を
明
ら

か
に
す
る
任
と
す
る
思
想
的
研
究
の
為
め
に
、
殆
ん
ど
根
本
的
条
件

と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
」（
同
右
）
と
す
る
。

　

次
に
「
史
学
的
段
階
」
は
、「
客
観
的
了
解
と
解
釈
」
が
主
題
と

な
る
。文

献
学
の
再
認
識
て
ふ
学
的
本
質
か
ら
考
へ
ら
る
ゝ
、
客
観
的

了
解
、
即
ち
解
釈
家
の
主
観
的
成
心
を
さ
し
は
さ
む
事
な
く
し

て
、
当
の
資
料
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
解
釈
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
本
居
宣
長
等
が
古
典
解
釈
に
於
け
る
、
仏
意
、
漢
意
の
排

除
を
た
え
ず
口
に
し
た
の
は
、
こ
の
意
味
に
他
な
ら
ぬ
。（『
続

日
本
思
想
史
研
究
』
三
九
頁
）

　

村
岡
の
日
本
思
想
史
及
び
そ
の
文
献
学
的
方
法
に
お
い
て
、
近
世

国
学
、
こ
こ
で
は
特
に
本
居
宣
長
の
学
問
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

さ
ら
に
、「
史
学
的
段
階
」
と
「
客
観
的
了
解
と
解
釈
」
と
を
総

じ
て
、
思
想
史
に
お
い
て
重
要
と
な
る
、
客
観
的
文
献
学
に
基
づ
く

資
料
批
判
と
、
歴
史
学
に
基
づ
く
資
料
の
時
代
的
順
序
の
差
異
か
ら

み
え
る
各
資
料
間
の
思
想
的
関
係
を
み
る
こ
と
で
あ
る
と
説
く
。
一

方
、
思
想
史
の
研
究
上
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
し
て
、

「
道
徳
的
判
断
と
混
雑
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。」
と
し
、
そ
し
て
、

「
も
と
よ
り
道
徳
的
判
断
が
基
礎
と
な
ら
ね
ば
、
道
徳
的
価
値
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
こ
の
場
合
そ
の
判
断
は
歴
史

と
し
て
あ
く
ま
で
も
、
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
超
越
的
で
あ

つ
て
は
な
ら
ぬ
。」（
四
一
頁
）
と
す
る
。

　

思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
道
徳
の
問
題
は
、
密
接
に
関
わ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
村
岡
の
学
問
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
へ
の
留

意
が
多
分
に
さ
れ
て
お
り
、
日
本
精
神
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
も
そ

れ
は
変
わ
ら
な
い
。
村
岡
が
「
日
本
精
神
史
方
法
論
」（
昭
和
十
五
年

十
二
月
）
に
お
い
て
「
日
本
精
神
史
は
、
か
く
の
如
き
意
味
で
の
日

本
思
想
史
的
研
究
の
業
績
を
基
礎
と
し
て
、
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

（
九
頁
）
ま
た
日
本
精
神
史
は
「
日
本
思
想
史
の
う
ち
の
道
徳
思
想
、

宗
教
思
想
、
文
芸
思
想
を
取
扱
ふ
も
の
と
、
親
近
な
る
関
係
に
あ
る

と
も
考
へ
ら
れ
る
」（
二
九
頁
）
と
説
く
よ
う
に
、
日
本
精
神
の
研
究

は
日
本
思
想
史
の
一
分
野
で
あ
り
そ
の
研
究
方
法
は
、
日
本
思
想
史

の
研
究
方
法
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
日
本
思
想
史
に
つ
い
て
は
、
河
野
省
三
も
『
国
学
史

の
研
究
』（
畝
傍
書
房
、
昭
和
十
八
年
）
に
お
い
て
、
国
学
と
の
関
わ

り
か
ら
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

国
学
が
日
本
文
化
、
特
に
其
の
源
流
た
る
我
が
古
典
乃
至
上
代

の
文
献
を
忠
実
に
研
究
考
査
し
て
、
日
本
精
神
就
中
、
そ
の
中

心
た
る
神
道
、
若
し
く
は
其
の
精
髄
た
る
皇
道
精
神
を
闡
明
し
、
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以
て
我
が
皇
国
の
国
体
を
講
明
し
、
そ
の
精
華
を
発
揮
す
る
所

に
其
の
本
領　

存
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
又
是
ま
で
叙
説
し

て
来
た
国
学
者
の
業
績
や
、
復
古
神
道
の
発
動
に
併
せ
て
考
察

す
る
な
ら
ば
、
其
の
日
本
文
化
史
上
若
し
く
は
思
想
史
上
に
於

け
る
意
義
の
豊
か
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
位
置
の
高
い
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
敢
へ
て
想
像
す
る
に
難
く
な
い
所
で
あ
る
。（『
国

学
史
の
研
究
』
九
〇
頁
）

　

さ
ら
に
、
国
学
を
詳
細
に
学
ぶ
た
め
の
参
考
書
と
し
て
、
村
岡
の

『
本
居
宣
長
』
を
挙
げ
、「
近
来
、
我
が
国
の
教
育
史
の
研
究
が
著
し

く
日
本
的
に
な
り
つ
丶
あ
る
関
係
上
、
そ
の
方
面
に
も
、
国
学
並
に

国
学
者
に
対
す
る
関
心
が
深
ま
り
つ
丶
あ
る
こ
と
は
、
国
学
の
文
化

史
的
意
義
の
一
面
と
し
て
注
意
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。」
と
評
し

て
い
る
。三

―
三
、
村
岡
典
嗣
の
日
本
精
神
論

　

村
岡
は
「
日
本
精
神
に
つ
い
て
」（『
続
日
本
思
想
史
研
究
』
所
収
、

昭
和
九
年
二
月
）
に
お
い
て
、
当
時
に
お
け
る
日
本
精
神
の
語
に
つ

い
て
、「
日
本
精
神
は
今
日
の
常
套
語
で
あ
る
。
日
々
の
新
聞
、

月
々
の
雜
誌
の
誌
上
に
こ
の
語
を
見
な
い
こ
と
は
な
い
」（
三
頁
）

と
述
べ
、
昭
和
九
年
に
お
い
て
「
日
本
精
神
」
と
い
う
語
は
一
般
的

な
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

日
本
精
神
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
の
村
岡
の
問
題
意
識
は
次
の
よ

う
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。

斯
の
如
き
は
、
時
局
に
対
す
る
反
省
に
伴
ふ
現
象
と
い
ふ
べ
く
、

之
を
我
国
の
歴
史
に
微
し
て
、
元
寇
の
当
時
に
神
国
の
語
、
幕

末
の
時
代
に
大
和
魂
の
語
が
、
頻
り
に
行
は
れ
た
と
同
様
と
考

へ
得
べ
く
、
国
民
自
覚
の
発
現
と
し
て
、
も
と
よ
り
喜
ぶ
べ
き

で
あ
る
。
し
か
も
、
所
謂
日
本
精
神
と
は
何
ぞ
と
問
い
来
ら
ば
、

必
ず
し
も
そ
の
意
義
明
白
、
直
ち
に
之
を
尽
し
得
る
と
は
言
ひ

得
な
い
。
こ
れ
単
に
、
常
人
に
於
い
て
然
る
の
み
な
ら
ず
、
学

者
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
、
或
は
日
本
国
民
と
し
て

余
り
に
普
通
、
余
り
に
一
般
の
観
念
な
る
が
故
で
も
あ
ら
う
が
、

け
だ
し
ま
た
、
学
問
的
に
は
思
ふ
に
は
そ
は
、
研
究
の
課
題
と

し
て
存
す
る
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
吾
人
は
今
こ
ゝ
に
、

敢
へ
て
そ
の
解
決
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
解
決
へ
の
指

向
を
試
み
て
、
い
さ
ゝ
か
参
考
に
資
し
よ
う
と
思
ふ
。（『
続
日

本
思
想
史
研
究
』
三
頁
）

　

村
岡
の
日
本
精
神
論
に
お
い
て
問
題
意
識
と
な
る
も
の
は
、「
日

本
精
神
」
と
い
う
語
が
持
つ
多
義
性
・
多
様
性
を
如
何
に
学
問
的
に

克
服
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
学
問
的
克
服
で
あ
る
た
め
、

日
本
精
神
の
鼓
吹
と
は
別
で
あ
る
と
の
強
い
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
（
（（
（

。
さ
ら
に
「
こ
ゝ
に
吾
人
が
試
み
よ
う
と
す
る
日
本
精
神
論

は
、
日
本
精
神
の
鼓
吹
と
は
自
ら
別
で
あ
る
。」（『
日
本
精
神
論
』
一

八
八
頁
）
と
も
説
い
て
お
り
、
村
岡
の
日
本
精
神
論
に
対
す
る
学
問
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的
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

村
岡
は
、
日
本
精
神
の
学
的
観
念
に
つ
い
て
、「
実
在
的
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
四
頁
）
こ
と
、「
他
の
国
民
に
於
い
て
は
、

之
を
見
な
い
と
い
ふ
特
殊
性
を
、
有
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」（
同
右
）
こ
と
、「
成
可
く
長
い
時
代
を
通
じ
て
、
一
貫
し
て
存

し
た
と
い
ふ
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
五
頁
）
こ
と
と

い
っ
た
三
つ
の
視
点
を
挙
げ
、
一
時
的
な
思
想
運
動
の
事
で
は
な
く
、

日
本
の
歴
史
の
中
で
一
貫
し
て
存
在
し
た
特
殊
な
精
神
の
こ
と
を
指

し
て
「
日
本
精
神
」
と
し
て
い
る
（
（（
（

。
そ
し
て
、「
以
上
の
如
き
諸
条

件
は
、
之
を
満
た
す
こ
と
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
日
本
精
神
を
完
全

な
る
も
の
た
ら
し
め
る
。」（
五
頁
）
と
し
て
、
日
本
精
神
の
定
義
を

提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
文
化
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
日

本
の
文
化
に
は
外
来
の
文
化
と
結
び
つ
い
た
も
の
が
多
く
、「
要
す

る
に
日
本
精
神
は
、
そ
の
構
成
要
素
に
於
い
て
、
厳
密
に
固
有
的
と

称
し
得
べ
き
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
と
言
ひ
得
る
。」（
七
頁
）
と
論
じ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
か
く
て
所
謂
日
本
精
神
の
一
往
の
う
ち
に
、

積
極
的
に
こ
れ
こ
そ
は
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
結
局
は
皇
室
中
心

主
義
の
国
体
観
に
外
な
ら
ぬ
。」（
七
頁
）
と
し
て
、
皇
室
中
心
主
義

の
国
体
が
唯
一
の
特
殊
な
文
化
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
国
体

に
つ
い
て
は
、「
吾
人
は
日
本
精
神
て
ふ
も
の
が
、
形
式
に
於
い
て

特
殊
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
容
に
於
い
て
普
遍
的
、
又
前
者
に
於

い
て
は
保
守
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
後
者
に
於
い
て
進
歩
的
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
か
つ
主
張
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（
一
〇
頁
）

と
論
じ
、
特
殊
性
と
普
遍
性
、
保
守
性
と
進
歩
性
と
の
両
立
す
る
国

体
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
時
局
と
日
本
精
神

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、

非
常
時
に
非
常
時
的
覚
悟
の
必
要
な
る
は
言
ふ
を
俟
た
ず
、
所

謂
非
常
時
的
意
識
が
、
感
激
と
熱
情
と
を
さ
へ
必
要
と
す
べ
き

こ
と
、
ま
た
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
そ
は
、
一
切
の
価
値
あ
る

も
の
に
対
す
る
無
視
や
蔑
視
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
の

相
に
於
い
て
の
日
本
精
神
は
、
決
し
て
、
か
く
の
如
き
を
そ
の

本
質
と
し
な
か
つ
た
。
も
と
よ
り
過
誤
と
し
て
一
時
的
に
之
を

を
か
し
た
こ
と
な
か
つ
た
と
は
言
ひ
得
な
い
が
、
吾
人
は
も
は

や
、
そ
の
過
誤
を
繰
返
さ
な
い
こ
と
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

（『
日
本
精
神
論
』
一
三
頁
）

と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
一
過
性
の
非
常
時
意
識
へ
の
反
省

と
、
事
実
に
基
づ
く
わ
が
国
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
上
で
の
普
遍
性

の
解
明
と
い
う
、
村
岡
の
学
問
に
お
け
る
究
極
の
問
題
意
識
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

村
岡
は
、
日
本
精
神
に
お
け
る
神
道
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。「
神
道
の
倫
理
学
」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
4
所
収
、
昭

和
七
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、「
神
道
は
そ
の
歴
史
的
諸
相
に
於
い
て
、

未
だ
特
殊
の
倫
理
学
的
体
系
を
有
し
な
か
つ
た
。」
そ
し
て
、「
神
道

は
そ
の
本
来
の
形
に
於
い
て
、
即
古
神
道
と
し
て
、
必
ず
し
も
倫
理
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的
宗
教
で
は
な
か
つ
た
。」
と
の
「
神
道
の
倫
理
学
と
い
う
概
念
」

を
提
示
し
て
い
る
（
（（
（

。
こ
こ
で
は
、
神
道
は
本
来
倫
理
的
要
素
を
も
た

な
い
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
神
道
と
は
、
太
古
以
来
存
在

し
て
、
儒
教
、
仏
教
、
耶
蘇
教
等
の
外
来
の
宗
教
に
対
立
し
、
そ
れ

ら
と
交
渉
し
、
そ
れ
ら
の
影
響
の
も
と
に
変
遷
し
発
達
し
来
つ
た
我

国
固
有
の
宗
教
で
あ
る
。」（
二
七
三
頁
）
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
神
道
を
「
歴
史
的
研
究
の
対
象
と
し
て
の
神
道
」
と
し
て
、

（
1
）
一
般
の
神
事
即
ち
祭
祀
的
方
面
、（
2
）
信
仰
、
教
義
、
学
説

等
の
思
想
的
方
面
に
二
分
類
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

今
や
神
道
の
道
徳
思
想
を
そ
の
種
々
の
相
に
於
い
て
、
歴
史
的

に
概
観
し
来
つ
て
考
ふ
る
に
、
神
道
に
は
固
よ
り
未
だ
厳
密
に

倫
理
学
と
称
し
得
べ
き
学
的
体
系
は
存
し
な
か
つ
た
と
い
へ
ど

も
、
そ
の
素
材
た
る
べ
き
思
想
的
要
素
と
単
に
そ
れ
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
統
一
原
理
た
る
べ
き
思
想
的
傾
向
と
が
存
し
た
こ
と

は
明
か
で
あ
る
。（
中
略
）
思
ふ
に
神
道
の
倫
理
学
は
、
こ
の

本
質
観
に
も
と
づ
い
て
組
織
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
し
、
ま
た

将
来
組
織
せ
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
。（『
日
本
思
想
史
研
究
』
4
、
三

〇
三
―
三
〇
四
頁
）

　

こ
こ
か
ら
は
、
神
道
に
関
す
る
倫
理
学
は
未
だ
に
組
織
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
村
岡
の
認
識
が
確
認
で
き
、
よ
っ
て
学
問
と
し
て
村
岡

の
日
本
精
神
論
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
日
本
精
神
」
な
る
語
句
と
、「
国
民
道
徳
」
な
る
語

句
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
神
道
学
者
で
あ
り

神
職
で
も
あ
っ
た
河
野
省
三
に
よ
る
日
本
精
神
論
・
国
民
道
徳
論
に

関
す
る
一
連
の
研
究
を
整
理
・
検
討
、
比
較
対
象
と
し
て
、
村
岡
典

嗣
に
よ
る
、
日
本
思
想
史
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
た
日
本
精
神
論
を

検
討
し
て
き
た
。

　

国
民
道
徳
論
か
ら
日
本
精
神
論
へ
の
変
遷
過
程
を
考
察
す
る
上
で

の
背
景
と
し
て
、
教
育
勅
語
・
戊
申
詔
書
・
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス

ル
詔
書
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
解
釈
学
と
し
て
の
国
民
道
徳

論
・
日
本
精
神
論
の
位
置
付
け
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
時
代
が
下
る

に
つ
れ
て
、
武
士
道
に
関
す
る
記
述
が
増
加
す
る
傾
向
に
つ
い
て
は
、

非
常
時
と
日
本
精
神
論
の
関
わ
り
か
ら
、
各
時
代
に
お
け
る
反
動
的

思
想
運
動
と
し
て
の
国
民
道
徳
論
・
日
本
精
神
論
と
い
う
位
置
付
け

を
行
う
こ
と
で
検
討
を
行
っ
た
。

　

河
野
省
三
の
学
問
に
お
い
て
は
、
國
學
院
大
學
の
教
員
と
し
て
、

累
代
の
社
家
と
し
て
、
教
化
・
教
育
と
い
う
視
点
と
、
河
野
自
身
の

幼
少
期
か
ら
の
「
鳥
居
を
背
景
と
し
て
」
行
わ
れ
た
学
問
の
存
在
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
、
村
岡
典
嗣
の
学
問
に
お
け
る
日
本

精
神
論
は
、
河
野
の
そ
れ
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
も
の
で
は
あ
る

が
、
共
通
す
る
視
点
と
し
て
、
両
者
に
は
芳
賀
矢
一
の
学
問
の
影
響
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が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
両
者
の
共
通
の
論
点
と
し
て
、「
非
常

時
」
と
い
う
語
句
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、「
非
常
時
」
に
お
い
て

日
本
精
神
ま
た
は
国
民
道
徳
な
る
も
の
が
勃
興
す
る
と
い
う
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
日
本
精
神
や
国
民
道
徳
な
る
も
の
が
、

「
非
常
時
」
の
思
想
混
乱
に
対
す
る
反
動
的
思
想
と
し
て
度
々
唱
道

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
非
常
時
」
と
は
、
日
清
・
日
露
・
第
一
次
世
界
大
戦
・
満

州
事
変
な
ど
と
い
っ
た
軍
事
的
事
柄
や
、
明
治
十
年
代
の
所
謂
「
徳

育
論
争
」
期
に
お
け
る
思
想
混
乱
を
さ
し
て
お
り
、
前
者
は
武
士
道

と
関
係
し
、
そ
れ
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
よ
り
強
く
結
び
つ
い
て

い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

芳
賀
矢
一
の
学
問
系
譜
に
位
置
付
け
ら
れ
る
河
野
省
三
・
村
岡
典

嗣
と
い
う
二
人
の
学
者
を
比
較
す
る
と
、
方
法
論
や
神
道
観
、
学
問

に
対
す
る
問
題
意
識
が
異
な
る
点
も
多
く
、
こ
こ
に
日
本
精
神
論
の

多
様
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
じ
学
問
に
影
響
を
受

け
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
各
人
の
立
場
に
よ

る
差
異
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
精
神
論
に
お
い
て
は
、

国
民
道
徳
の
基
準
で
あ
る
教
育
勅
語
が
あ
ま
り
前
景
化
し
て
こ
な
い
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
国
民
道
徳
論
の
延
長
線
上
に
み
え
る
日
本
精
神

論
が
、
国
民
道
徳
論
と
は
異
な
っ
た
学
問
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
柄
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
後
に
筆
者
の
今
後
の
課
題

と
し
て
、
河
野
省
三
が
嘱
託
と
し
て
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
た
、
国

民
精
神
文
化
研
究
所
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
記
し
た
い
。
日
本

精
神
論
の
背
景
と
し
て
国
民
精
神
文
化
研
究
所
に
つ
い
て
も
若
干
言

及
し
た
が
、
こ
の
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
戦
前
よ
り
批
判
的
な
指
摘

が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
、

戸
坂
潤
『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』（
白
揚
社
）
に
は
、

以
上
「
日
本
精
神
」
に
味
到
し
た
人
達
の
見
解
に
接
し
て
見
た

が
、
少
く
と
も
今
ま
で
に
判
っ
た
こ
と
は
、
何
が
日
本
精
神
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
日
本
精
神
主
義
な
る
も
の

が
、
如
何
に
論
理
的
実
質
に
於
て
空
疎
で
雑
然
と
し
た
も
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
日
本
精
神
と
い
う
問
題
も
日
本
精
神

主
義
と
い
う
形
の
も
の
か
ら
は
殆
ど
何
の
解
答
を
与
え
ら
れ
そ

う
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
っ
た
の
で
あ
る
。
文
部
省
下
に
国

民
精
神
文
化
研
究
所
が
出
来
て
も
、『
日
本
精
神
文
化
』
と
い

う
雑
誌
が
出
て
も
、
又
日
本
精
神
協
会
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て

そ
の
機
関
紙
『
日
本
精
神
』
が
刊
行
さ
れ
て
も
、
そ
う
し
た
日

本
精
神
主
義
に
よ
る
日
本
精
神
の
解
明
は
当
分
ま
ず
絶
望
と
見

な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
精
神
主
義
と
い
う
の
は
だ

か
ら
、
声
だ
け
で
正
体
の
な
いBauchredner

〔
腹
話
術
師
〕

の
よ
う
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。（〔
〕
内
筆
者
）（『
日
本
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
論
』
岩
波
文
庫
版
、
一
四
一
頁
）

と
い
っ
た
、
日
本
精
神
の
具
体
的
内
容
の
不
明
確
さ
へ
の
批
判
が
論
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じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
学
術
の
構
成
的
な
統
制
の
好
い
例

は
、「
日マ

本マ

精
神
文
化
研
究
所
」
が
課
せ
ら
れ
た
活
動
に
如
く
も
の

は
な
い
。
だ
が
、
云
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
か
ら
発
表
す
る
「
研
究
」

は
決
し
て
真
面
目
に
学
界
や
言
論
界
や
読
書
界
の
話
柄
と
は
な
っ
て

い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
学
術
上
の
真
理
が
統
制
的
に
構
成

さ
れ
難
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
実
証
出
来
る
こ
と
だ
。」（
一
九
一
頁
）

と
も
論
じ
て
い
る
。

　

国
民
道
徳
論
や
日
本
精
神
論
に
お
け
る
多
様
性
は
、
同
時
に
不
明

確
さ
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
戦
前
か
ら
受
け
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
が
、
そ
こ
に
は
、
教
育
勅
語
の
解
釈
と
し
て
出
発
し
た
国
民

道
徳
論
の
存
在
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
大
正
末

か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
日
本
精
神
論
を
は
じ
め
と
す
る
、
複
雑

な
る
思
想
系
譜
は
、
国
民
道
徳
論
が
唱
道
さ
れ
は
じ
め
た
明
治
末
期

に
淵
源
を
求
め
て
考
察
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。註（1

）　

佐
々
木
論
文
で
は
日
本
精
神
の
類
語
と
し
て
国
民
道
徳
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
論
文
で
は
「
当
時
用
い
ら
れ
た
「
日
本

精
神
」
を
幾
分
で
も
純
化
さ
せ
て
究
明
し
た
い
」（
七
七
頁
）
と

し
て
、
国
民
道
徳
を
は
じ
め
、
国
民
性
・
国
民
精
神
等
の
語
句
は

敢
え
て
切
り
離
し
て
論
考
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本

精
神
論
と
国
民
道
徳
論
の
接
続
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
に
は
、

宮
本
誉
士
「
国
家
的
神
道
と
国
民
道
徳
論
の
交
錯
―
加
藤
玄
智
の

「
国
家
的
神
道
」
の
意
味
―
」（『
国
家
神
道
再
考
』
弘
文
堂
、
平

成
十
八
年
）
が
あ
る
。

（
2
）　

国
民
道
徳
論
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
大
正
期
に
刊
行
さ
れ
た
国

民
道
徳
関
係
の
書
籍
に
お
い
て
、
常
に
国
民
道
徳
と
は
何
か
と
の

問
い
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
者
各
人
の
立
場
に
よ
っ
て
論

じ
ら
れ
方
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
田
中
義
能
は
「
近
来
、

著
し
く
国
民
道
徳
の
研
究
が
盛
に
な
つ
て
来
た
。
是
れ
は
一
に
は

日
本
人
の
自
覚
の
高
潮
し
て
来
た
の
と
、
一
に
は
時
局
の
影
響
で

あ
ら
ふ
と
思
は
れ
る
。
が
何
れ
に
し
て
も
、
か
く
国
民
道
徳
の
研

究
の
盛
に
な
つ
て
来
た
の
は
、
大
い
に
賀
す
べ
き
事
で
あ
る
。

唯
々
こ
ん
な
に
研
究
は
盛
に
な
つ
て
来
た
が
、
ま
だ
第
一
に
国
民

道
徳
と
は
ど
ん
な
こ
と
を
意
味
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
は
甚
だ
不

明
瞭
で
あ
る
。」（『
国
民
道
徳
要
領
講
義
』
二
五
頁
）、
ま
た
、
三

浦
藤
作
が
「
国
民
道
徳
を
解
説
し
た
参
考
書
が
続
々
現
は
れ
た
。

併
し
な
が
ら
、
そ
れ
等
の
著
書
は
、
多
く
国
民
道
徳
に
関
す
る
事

項
を
散
漫
に
叙
述
し
た
の
み
に
止
ま
り
、
如
何
に
精
読
す
る
と
も
、

国
民
道
徳
に
就
て
ま
と
ま
つ
た
知
識
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
」

（『
国
民
道
徳
要
領
講
義
』（
大
同
館
書
店
、
大
正
十
四
年
、
序
・

一
頁
）
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
国
民
道
徳
論
に
は
統
一
的
な
見

解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
論
者
各
人
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
続

け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
日
本
精
神
論
と
国
民
道
徳
論
の

接
続
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
に
は
、
宮
本
誉
士
「
国
家
的
神
道

と
国
民
道
徳
論
の
交
錯
―
加
藤
玄
智
の
「
国
家
的
神
道
」
の
意
味

―
」（『
国
家
神
道
再
考
』
弘
文
堂
、
平
成
十
八
年
）
が
あ
る
。

（
3
）　

本
稿
で
採
り
あ
げ
る
村
岡
典
嗣
「
日
本
精
神
論
」（『
日
本
思
想
史

研
究
4
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、「
日
本
精
神
」
と
い
う
語
が
頻
繁
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に
使
用
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、「
昭
和
六
年
秋
の
満
州
事

変
の
勃
発
」（
一
八
一
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
語

が
初
め
て
使
用
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、「
思
ふ
に
そ
れ
は
大

正
の
初
め
（
さ
ら
ず
と
も
明
治
の
末
）」（
同
上
）
と
推
測
し
て
い

る
が
、
確
か
な
こ
と
は
判
然
と
し
な
い
。

（
4
）　

本
稿
で
採
り
あ
げ
る
河
野
省
三
の
著
作
に
付
さ
れ
た
題
目
か
ら
検

討
す
る
と
、
明
治
四
十
四
年
の
「
健
全
な
る
国
民
精
神
」（『
養

徳
』）
に
お
い
て
初
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）　
『
戊
申
詔
書
述
義
』
の
序
は
、
平
田
東
助
内
務
大
臣
・
小
松
原
英

太
郎
文
部
大
臣
に
よ
る
も
の
で
、
小
松
原
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
他

に
解
説
書
作
成
の
計
画
が
あ
っ
た
も
の
を
、
帝
国
教
育
会
に
も
同

じ
よ
う
な
計
画
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
当
初
の
計
画
を
変
更
し
て

帝
国
教
育
会
へ
依
頼
し
た
と
さ
れ
る
。
井
上
哲
次
郎
を
含
め
七
名

の
委
員
が
本
書
の
編
纂
に
あ
た
り
、
教
育
勅
語
の
解
説
書
で
あ
る

井
上
哲
次
郎
『
勅
語
衍
義
』
と
同
じ
く
、
公
的
な
地
位
を
も
っ
た

解
説
書
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
本
書
の
内
容
検
討
は
、
国

民
道
徳
論
研
究
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
本
稿
で
は
、

「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
の
検
討
を
中
心
に
記
述
す
る

た
め
、
本
書
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
6
）　

大
正
六
年
に
設
置
さ
れ
た
臨
時
教
育
会
議
は
、
第
一
次
世
界
大
戦

や
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
る
世
界
的
思
想
混
乱
に
対
し
て
、
内
閣
直
属

の
諮
問
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
九
つ
の
諮
問
に
対

す
る
答
申
と
、
二
つ
の
建
議
が
採
択
さ
れ
た
が
、
神
社
お
よ
び
神

官
神
職
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
建
議
第
二
「
教
育
ノ
効
果
ヲ

完
カ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
一
般
施
設
ニ
関
ス
ル
建
議
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
建
議
の
提
出
理
由
に
は
「
一
、
国
体
ノ
本
義
ヲ
明
徴
ニ
シ
之

ヲ
中
外
ニ
顕
彰
ス
ル
コ
ト
」
に
は
、
敬
神
崇
祖
の
美
風
を
維
持
・

普
及
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、「
敬
神
崇
祖
ノ

風
ヲ
振
作
ス
ル
ニ
付
取
ル
ヘ
キ
ノ
方
策
一
ニ
シ
テ
足
ラ
ス
就
中
神

社
ノ
荘
厳
ヲ
維
持
ス
ル
カ
如
キ
祭
祀
ノ
本
旨
ヲ
周
知
セ
シ
ム
ル
カ

如
キ
神
官
神
職
ノ
地
位
ヲ
向
上
セ
シ
ム
ル
カ
如
キ
ハ
其
ノ
最
モ
必

要
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
し
て
神
社
・
神
職
へ
の
期
待
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
臨
時
教
育
会
議
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
海
後
宗
臣

『
臨
時
教
育
会
議
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
三
十
五
年
）

を
参
照
。

（
7
）　

文
政
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
阿
部
彰
『
文
政
審
議
会
の
研
究
』（
風

間
書
房
、
昭
和
五
十
年
）
を
参
照
。

（
8
）　

片
山
清
一
編
『
資
料
・
教
育
勅
語
』（
高
陵
社
書
店
、
昭
和
四
十

九
年
）
参
照
。

（
9
）　

ま
た
、
昭
和
天
皇
の
教
育
関
係
の
御
言
葉
と
し
て
は
、
昭
和
十
四

年
五
月
二
十
二
日
「
青
少
年
学
徒
ニ
賜
ハ
リ
タ
ル
勅
語
」
が
特
に

知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
約
一
年
五
か
月
後
に
は
「
教
育
に
関
す

る
勅
語
渙
発
五
十
年
記
念
式
典
に
於
て
賜
は
り
た
る
勅
語
」
が
あ

る
。

（
10
）　

石
毛
忠
、
他
編
『
日
本
思
想
史
辞
典
』（
山
川
出
版
社
、
平
成
二

十
一
年
）。

（
11
）　

例
え
ば
昭
和
戦
前
期
に
お
い
て
最
後
の
渙
発
記
念
周
年
で
あ
る
昭

和
十
五
年
の
五
十
周
年
に
は
、
教
育
勅
語
渙
発
五
十
年
奉
賛
会
編

『
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
渙
発
五
十
年
記
念
誌
』（
帝
国
教
育
会
出
版

部
、
昭
和
十
六
年
）
が
刊
行
さ
れ
、
教
育
勅
語
の
渙
発
関
係
資
料

や
記
念
講
演
会
記
事
、
記
念
式
典
参
列
者
名
簿
な
ど
が
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
五
十
周
年
前
後
に
は
国
民
精
神
文
化
研
究
所
か

ら
『
教
育
勅
語
渙
発
関
係
資
料
集　

全
三
巻
』（
国
民
精
神
文
化

研
究
所
、
昭
和
十
三
～
十
四
年
）
が
刊
行
さ
れ
、
教
育
勅
語
の
渙
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発
関
係
資
料
が
ま
と
め
ら
れ
、
教
育
勅
語
の
理
論
的
研
究
に
貢
献

し
て
い
る
。

（
12
）　

石
川
岩
吉
の
国
民
道
徳
論
に
関
す
る
著
作
に
は
、
湯
本
武
比
古
・

石
川
岩
吉
編
『
日
本
倫
理
史
稿
』（
開
発
社
、
明
治
三
十
四
年
）

湯
本
武
比
古
・
石
川
岩
吉
編
『
日
本
倫
理
史
要
』（
開
発
社
、
明

治
四
十
二
年
）
や
、
石
川
岩
吉
『
国
体
要
義
』（
開
発
社
、
大
正

二
年
）
等
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
再
版
さ
れ
、
特
に
『
日
本
倫

理
史
要
』
は
、『
国
体
要
義
』
発
行
後
の
大
正
四
年
に
も
再
版
さ

れ
て
い
る
。
石
川
の
共
著
者
で
あ
る
湯
本
武
比
古
は
、『
戊
申
詔

書
述
義
』
を
編
纂
・
刊
行
し
た
帝
国
教
育
会
の
代
表
者
・
主
事
で

あ
り
、
国
民
道
徳
論
の
系
譜
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。

（
13
）　

本
稿
で
は
、
昭
和
七
年
に
刊
行
さ
れ
、
同
十
一
年
に
改
訂
版
が
刊

行
さ
れ
た
『
日
本
精
神
発
達
史
』
を
通
し
て
河
野
省
三
の
日
本
精

神
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
昭
和
七
年
の
本
書
初
版
と
同
十
一
年

の
改
訂
版
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
次
に
は
み
ら
れ
な
い
。

共
に
大
岡
山
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
初
版
の
構
成
に
は

岸
本
芳
雄
・
阪
本
健
一
氏
が
、
改
訂
版
で
は
安
津
素
彦
・
西
田
長

男
が
労
を
執
っ
て
い
る
。

（
14
）　
『
日
本
精
神
の
研
究
』「
序
に
か
へ
て
」
三
頁
。

（
15
）　

河
野
の
武
士
道
に
関
す
る
他
の
研
究
に
は
、「
武
士
道
論
」（『
國

學
院
雑
誌
』
第
二
十
八
号
第
九
号
、
大
正
十
一
年
）
が
あ
る
。
河

野
は
日
露
戦
争
以
後
注
目
さ
れ
た
武
士
道
に
対
す
る
様
々
な
批
評

に
対
し
、「
武
士
道
鼓
吹
論
者
の
中
に
於
て
す
ら
、
客
観
的
に
十

分
に
其
の
研
究
を
試
み
た
も
の
が
乏
し
い
や
う
で
あ
つ
た
。
従
つ

て
、
武
士
道
の
我
が
国
民
道
徳
史
上
に
於
け
る
位
置
も
、
其
の
思

想
的
特
質
も
未
だ
決
し
て
善
く
私
達
に
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う

に
思
ふ
の
で
あ
る
。」（
二
～
三
頁
）
と
述
べ
、
さ
ら
な
る
武
士
道

研
究
の
必
要
性
を
説
き
、『
国
民
道
徳
史
論
』
に
お
け
る
研
究
を

基
に
、
武
士
道
の
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
河
野
は
そ
の
ま

と
め
と
し
て
「
武
士
道
の
本
質
的
特
色
は
、
節
義
廉
恥
の
観
念
を

基
礎
と
す
る
、
精
神
主
義
的
生
活
を
高
調
す
る
点
に
在
る
も
の
で

あ
つ
て
、
封
建
制
度
が
撤
廃
さ
れ
、
時
勢
が
頗
る
変
化
し
て
を
る

に
も
拘
ら
ず
、
今
日
尚
且
武
士
道
の
名
に
於
て
、
其
の
道
徳
的
特

色
が
思
慕
さ
れ
、
殊
に
多
数
の
日
本
人
に
愛
着
の
感
じ
を
抱
か
せ

て
を
る
所
以
は
、
此
に
深
い
理
由
が
あ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ

る
。」（
二
八
頁
）
と
述
べ
、
武
士
道
の
精
神
的
生
活
を
高
調
す
る

特
色
が
、
現
代
の
道
徳
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。

（
16
）　

神
道
と
の
関
り
に
つ
い
て
は
、
満
州
事
変
の
前
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
神
道
の
研
究
』（
森
江
書
店
、
昭
和
五
年
）
に
お
い
て
「
神
道
と

は
神
の
道
で
あ
る
。
神
の
道
と
は
日
本
民
族
祖
先
以
来
の
生
活
原

理
で
あ
る
。」（
序
、
一
頁
）
と
し
、
具
体
的
な
日
本
民
族
の
生
活

上
の
統
一
原
理
及
び
類
似
の
詔
書
・
規
範
と
し
て
教
育
勅
語
を
挙

げ
、「
教
育
勅
語
は
日
本
国
民
の
生
活
規
範
を
明
示
さ
れ
た
も
の

で
あ
つ
て
、
其
の
理
想
は
日
本
人
と
し
て
の
個
性
を
完
成
し
て
、

天
壌
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
し
奉
る
に
在
る
の
で
あ
る
。」（
序
、
五

頁
）」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
教
育
勅
語
と
神
道
と
の
関
わ

り
が
『
国
民
道
徳
史
論
』（
前
掲
）
に
お
い
て
、「
之
れ
誠
に
よ
く
、

我
が
国
民
道
徳
の
要
旨
を
概
括
せ
る
も
の
と
謂
ふ
べ
く
、
而
し
て

又
実
に
、
深
厚
な
る
皇
祖
皇
宗
の
遺
訓
た
る
な
り
。」（
二
一
頁
）

と
し
、
さ
ら
に
「
国
民
道
徳
の
特
長
を
道
破
」（
一
四
七
頁
）
し

た
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
井
上
哲
次
郎
の
国
民
道
徳
論
と

同
じ
く
、
河
野
省
三
の
国
民
道
徳
論
に
お
い
て
も
教
育
勅
語
の
解

釈
論
的
側
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

（
17
）　

河
野
省
三
「
芳
賀
先
生
を
偲
ぶ
」（『
國
學
院
雑
誌
』
昭
和
十
二
年
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三
月
号
、
五
三
―
五
四
頁
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
事
柄
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

（
18
）　

村
岡
は
「
日
本
精
神
史
方
法
論
」（『
世
界
精
神
史
の
諸
問
題

（
一
）』
理
想
社
出
版
部
、
昭
和
十
五
年
）
に
お
い
て
、「
本
居
を

は
じ
め
と
し
て
、
我
国
の
学
問
の
天
才
が
長
い
年
月
の
間
の
体
験

と
し
て
、
我
古
典
を
対
象
に
試
み
た
国
学
の
研
究
の
方
法
こ
そ
は
、

ま
づ
第
一
に
、
日
本
思
想
史
の
研
究
方
法
と
し
て
、
基
礎
を
為
す

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
国
学
に
欠
け
た
前
記
の
史
学

的
方
面
に
至
つ
て
は
、
吾
々
は
之
を
西
洋
の
学
問
の
、
即
ち
哲
学

史
や
、
ま
た
前
記
の
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
イ
の
史
学
的
完
成
の
成
績
に
徴

し
て
、
補
ふ
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
一
貫
し
て
日
本
思
想
史
研
究
の
方
法
と
し
て
国
学
の
史

学
的
完
成
を
目
指
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

（
19
）　

村
岡
は
日
本
精
神
史
の
特
徴
と
し
て
「
殊
に
日
本
精
神
史
と
い
ふ

以
上
、
或
は
日
本
思
想
史
の
場
合
に
此
し
て
、
一
層
に
主
張
的
主

観
的
性
質
が
強
ま
る
傾
向
が
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
の
為
に
、
歴
史

と
し
て
の
学
的
本
質
が
無
視
さ
れ
、
ま
た
は
軽
視
さ
れ
る
こ
と
が

あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
用
意
が
必
要
で
あ
る
。」（
二
九
頁
）
と

述
べ
、
学
問
と
し
て
の
研
究
方
法
を
踏
外
さ
な
い
よ
う
に
と
警
告

し
て
い
る
。

（
20
）　
『
日
本
精
神
論
』（
日
本
思
想
史
研
究
4
所
収
、
昭
和
十
八
年
五
月
）

に
お
い
て
村
岡
は
、「
そ
れ
ら
の
語
が
、
そ
の
時
代
に
よ
り
ま
た

そ
の
個
人
に
よ
り
、
多
義
多
様
で
あ
つ
て
、
少
し
く
厳
密
に
之
を

考
ふ
る
時
は
、
必
ず
し
の
明
確
に
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
言
ひ
が

た
い
こ
と
、
ま
た
同
様
に
、
之
を
否
定
し
え
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の

語
義
に
つ
い
て
、
一
層
内
容
的
も
し
く
は
実
質
的
に
、
し
か
も
近

代
的
学
問
的
厳
密
さ
を
以
て
之
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

十
分
に
為
さ
れ
た
と
は
言
へ
な
い
。
而
し
て
こ
れ
ら
の
語
が
、
学

問
的
に
明
ら
か
で
な
い
所
以
は
、
一
つ
に
は
こ
の
種
の
研
究
に
任

ず
る
学
問
が
、
我
国
に
於
い
て
、
未
だ
十
分
に
開
拓
せ
ら
れ
な
か

つ
た
こ
と
に
原
因
す
る
。
け
だ
し
自
国
の
文
化
や
思
想
に
対
す
る

研
究
の
―
単
な
る
宣
揚
で
な
く
、
―
怠
ら
れ
た
こ
と
、
近
代
日
本

ほ
ど
甚
し
か
つ
た
文
化
国
は
、
世
界
の
文
化
国
中
之
を
見
な
い
と

も
言
得
よ
う
」（
一
八
七
頁
）
と
も
述
べ
、
思
想
に
関
す
る
研
究

の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

（
21
）　
『
日
本
精
神
論
』
に
於
い
て
村
岡
は
、「
日
本
精
神
」
を
「
中
間
的

特
殊
的
原
理
で
あ
る
。」（
二
〇
〇
頁
）
と
説
き
、「
そ
は
第
一
に
、

民
族
心
理
学
的
事
実
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
規
範
的
道
徳
的
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
日
本
民
族
が
心
理
的
性
質
と
し
て

有
す
る
事
実
で
あ
つ
て
、
ま
た
日
本
民
族
の
為
に
、
当
に
あ
る
べ

き
理
想
的
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
同
右
）
と
し
た
上
で
、

過
去
の
国
民
性
に
関
す
る
研
究
で
は
「
日
本
精
神
」
を
明
か
に
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
日
本
国
民
と
し
て
、

共
通
的
に
他
国
民
に
対
し
て
有
す
る
特
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」

（
同
右
）
と
も
説
き
、
そ
の
た
め
に
「
日
本
精
神
」
と
は
、
他
国

と
の
比
較
に
於
い
て
「
出
来
る
限
り
個
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」（
二
〇
一
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
22
）　

村
岡
が
重
要
視
す
る
古
神
道
、
そ
し
て
神
道
の
倫
理
化
に
関
す
る

論
文
に
は
「
古
神
道
に
於
け
る
道
徳
意
識
と
そ
の
発
展
」（『
日
本

思
想
史
研
究
』
大
正
十
年
）
等
が
あ
る
。

（
明
治
聖
徳
記
念
学
会
研
究
嘱
託
）


